附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級
給料表
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級

行政職給料表
2～8
6～12
9～15

25～31

備考
(1)　この表中「2～8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2)　この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年植木町条例第30号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
